
i露見書

平成 22年 3兵器お

総務省

然季語言葉通行政局

放送政策課または放送後宇野襲撃御中 

f携帯端末向け叩ノレチメディア放送の爽害児に向けた制度整備然j に関し、別紙のとおり

き当社蛍見を提出いたし決ナ。

以j二



話せ級

以下のとおり意見合後出いたじます

該当官議所� 

•OJIJ添� ll) 二頁� 世手書カバー率が、話器iEよち� 3主f必L内に� 50%、器年以内;こ� 90%を

i207ふMHz以上� 222Mf主z);}.下の周� 1:乙特定基地局の語己資及び開設持主総について 蒸準とすることは、要葬祭の健全性2えてF予華麗の観点から妥当ヤあ

!淡委主事ど使用する終定基地周の開設に; るとし適当と符えます。

;関する指針案 認定よち話塁手以内で全5援の駅カバー毒患� 70%及び総合通信長遣

の殺事事区域ごとの紋カバー機� 50ちもさと必然とすることは、事業

の縫余倣及ひ噴差益の観点から妻名主語であるとし淡さきと考え*寸。

「一以内峨械設カいれG制御すること�  

i土、事業の健全性及び夢普段の観点からさ妥当であるとし適当と主導「

え次す。

.:>>ただし、上記 3宅質問の意見i立総よアナログ放送の停波))¥2011 

1 年� 7月� 24悶までに絡了すること令約援とさせていただきますの� 

i}>関設計画(J)潟支さのl'i3翁殺することができる帯域紛さを� 14.5MHzと

五.特定義主主主義の内滑な長毒殺の推進に号還する事� iし、原議の業主治，� 2以上の主義合は比較緩ままによれのf令官育に対し

宅震Jその他必主主な喜多毛認について� | 	てするものとすることは、電波の総準的1;主宰JF到の観点、手lJf義者の

利益事童保の観点ゑび告書全な毒事草案の発展の観点とから主撃さ当であ

ると考えま十。� 

1:>>対象とする� 14.5MHzの機械幅を� ISDB-Tmm 王立とする� 

ことで� 33セグの漆絃送イぎにより、ガードバンドを議きとす

ることから、最も後淡きと能率約に利用することが可能である

と考えます。また、� ISDB-Tをベ…スとしていることで、

{密室空僚においてインフラ:コストを級事実できるだけでなく、際

作のソフトウぉア‘ハードウ� zア資産量が有効にだ織しやす

l



円、勝のエリアおよび事業駄地支払受信機のユー

ザ李j主主事事保からも市長畿の麟成に寄与するものとして i 

ISDB-つrmm方式会主望ましいと量まえます。!

十三貰 	 ?持制 必然防する開設計澄の腕の要件及び峨附  

;別議長然 2虫、主主体後はもとより、中寺'1基準においては、開設計商の合号車 主;

関絞費十立惑の善意i:tの比較審査遺産空襲	 議事地主君の運用による "'<Jレチメディア放送事 3接投機突に開始し、

継車発露さに怒営するために必議さとなる影喜善治主主礎、法令遜守及 

ú~華日厳守寄与の利主車線事長iこ向けた体制、及び事業の健全主主発送量と

逮営への脊与を撃さを総合的に問うものとなっており、適当と考;t議

~ 	
;れ 

.2. 




意見議事

平成� 22年� 3 Jl3 f'l 

総務省 僚級事誌巡行霊堂筋

;放送政策線 御中

「携帯立荷主転向11'"ルチメディア1il送の実現に[liJ!すた蜘j淡彩機読書jに関し、以下のとおり叡児殺事法!:I:l

します二

意見公募;事織である「銃殺端本iむけマルチメディア放滋の災後に向けた繊度郵菌案j について、以

下のとお� 93霊長毛会事蓄と述べ� dせていただきます。� 

11) 
207，ぬ祭主Z以� 2記録必ゐ以下の潟波数を{使用する終慾総総長等の葬毒殺にj努する指針案

五� 3 終主主総事長請の内務えま潟設の指飴こ関する惑凝そが必必要えと事項

。申務するととが吋腕波数の帯域幅を� 14伍咽Izとし、一方式を認定することに賛同します。

2)技術方式は ISDB-Tmmを支持します。 33常グー郷後悩災型地による電波の有須刷用がでぢ効戦

的なインブヅ務備が可能になること、� ISDB-T方式役者主駁して作られた二方式であることからワ

ンセグ放滋絡のリソ…ス設省双tfJj用できることならびに ISDB"包� bとの親王針生があるという綴

点から支持し決す〉

以上

記



意見書

平成  22匁 3Fl4毘

総務省矯綴液滋行政局放送政策謀者患や  

f語審務総3転|勾 lナマルヂメディア放送の実現に向 iすた制度整備業JIこ隠しまして、}llj紙の巡り宝章~ 

a=:提出会せて1覧会家す。



! 制 問 一一「 糊� 

1207，5MHz以上222MHz以下(J)潟波数を佼尽する特定基地主喜多SDB-TmmとM弱滋FしOの� 2 1J主主で� 14.5MHzの慾芸誌を分iナ会いサーピス展開するLニとが既浪路線

同乃総設!こ翻する指針3隊JlIJ添11] であると考えておりました。このEまの受託事業容を� 1社と2きれるというご提楽につきまして、下記の滋り� j 

'ii E自該特定義総局の阿滑な関室設の宇佐進!こ関する事王室その他賛織の意を表させて?翼き設すu

必還要な事嘆 いマルチメディア放送においては、様々な種類� Eサイズの、かっ数多くのコンテンツを、消費者iこ効率よ� 

3 綴設計画の認定1;1:.，前告を墳、総長号及び買IJ~星第二!こ緩潔| く経済約iこ送り騎けることが3重要です。

する襲警株主主ぴに次!こ掲げる務寝を含め、電波法第二十七い放送システム委員会報告を拝すると、線級幡� B紛糾z以下では、� ISDB-Tmm方式と� MediaFL01J

条(J)十三第四項各努!こ規定する要件を満たしている串誘| 式に有意な性能差l立無いことが渋谷れており家す。

の数が…の場合は当官定申譲1::対してするものとし、二J;lよ� l設いまして、技術方式を 2.!::し受託者葬祭者を 2 たされた淡!こ i立、技術的に特iこ事î~震な差が無く、かつ

の場合はそれぞれの事務について刻表第三の喜基準により� i互換性のない、� 2つのサービスが並立することになる可能性が苦言〈なっておりました。

比較事審査を行い、主語該取締のうちさ量級ま基準へのi複合(J)皮| このことが、コンテンツを完走塁審よく経済的に送り扇けることに対して題警察関となることは、最近にも

方式で絞験したところであります。ZのHD DVD.!::lu-rayおi合いが綴も高い…の申諸にまましでするものとする。なお、

霊童波法第二十七条の十三第主主演の線建により公示された� I.他方、 f携祭主義*おけマルチメディア放送に係る参入希製鋼資」の事毒薬公表内容を拝見すると、受託

謀議隠内に築協された患者設計画の認定の申請については、� i事象!こ参入を希潔されている社は、いずれも� T社で滋該周波数帯域安食て使用することを希獲され

前後なく隻iす付けたものとして、同等!こ扱い饗受袋行う。� Iていることが甥喜撃となりました。

-以上によりまま鋳方式後 2とし受託事業者を� 2とすることに意味がないことが‘技術蕩からた、事談受

給主寵されている社のご重意向とから釈をれております。

-今絞の、受託塁審議長者を T社dごされるご援案は‘� Jニiaを瀦3とえたご笑織であるt考えます。'*た、この

ご判断i立、設術的な検討を鋭意行われた放送システム黍疑念およびマルチメディア放送システム

作業務の先生方のご努力ご見織に立泌するものと、話装く敬意を殺をせて7糞百きます。

-受託事業者言r1とする場合、所与の周波数字軽減を一緒して扱える� ISDB-Tmm方式が‘意義も効率よく

緩宗寺約であるこどから、言語数放送方式として採F持されるべ活?と考えます。また� ISDB-Tmm1J主主法、

富康伎の高いセグメント連絡・…援交ま需によるi量償と‘地上デジ告ル放送と互換性の高い� 13セグメ

ントまたは� Tセグメントの受f震との紐合せが‘思波数利用効傘が濃く、単期に実沼化会t可能にな仏

語、っ使用可能な周波数等域幡へ柔軟にませf，/;;できる、t設界にも言寄るべき銭務方互主であると考えます

ので、当方式による国際展開も含め、今後の政策i二期待激します。



意見書

平成22~手3 .Fl 58
総務省情報流通行政局

放送政策謀又は放送技術課御中 

rt縁寺普会議未 i向 iすマ)J.，'fメディア放送の実現iこ[却すた和IJ~主整鏡案jl::際し、完IJ絡のとおり窓見を提出します。 

j主1法人3l.1立閲体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 
j主2用紙の大起きdl土、回本工業規格AJl14援とすること。別紙にはページ番号を記載すること。



以下のとおり意気後援出しますc

該当儀所� ; 当社窓~
(別添 11) 1 1l!l~貫 榊E主義総局の減殺宮十溺の認定後申請するにあたり、待減憶を� 14.5MHzと� 

207.5Mぬ以上� 222Mぬ以下の周波� I::Ii.特定基地局の汚濁な開設の後遂に関するし、車畿の数がこ以よo場合[;l:別途定める3基準に対する比較審査!こより

委主を使用する特定基地局の開設に; 事項その他必要な塁審項について いの申請に対してするものとすることは‘電波の能率約な利用、利用奇襲o
濁す~指針案 例議確保及び{控室全な事3震の発皇室などの観点から滋当であると場まえます。l 

3セグの達結送{震を実現するISDB-Tmm一方式(14.5MHzの帯域幅)とす

ことで、ガードバンドが不要となり、電波を貴重も能率約に利用することが可

となり*すおカパ…怒'If早期!こ主義成するためには送信設僚のインフラコス

ト低減が愛重要であり、*tこ本サービスをltJF号するニLーザ利主主緩僚の観点か

ららISDB-Tmm方式o擦問が望ましいた考えます。

以上� 

1 



書室見望書

王手足立� 22年� 3JHB

総務省'情報流遂行政局

放送政策言襲 撃事中

「携格端末向けマルチメディア放送の災現Iこ向けた制度懇犠案j に麗し、以下のとおり震設

見を提出します。

議室

書室~公事事対象である「苦毒事審議来肉 iすマルチメディア放送話)~漢に向けた雪量UJlま整鎌祭j につ

いて、以下のとおり意見書撃を漆べさせていただをます。

{罪普添 11) 

207.5醐託z以上� 222Mfセl!J下の属議定数を使用する特建築地局の開設に関する指針案� 

3i3特定基地局の円滑な開設の後遺患に関する要事現その他必要な事項

1)申話することができる周波数の帯域備を 14.5MHzとし、…方式を認定することに後間し

家す。� 

2)技術方式IまISI>6-T酬を支持します。� 1806-T方式習を紘張して作られた方式であることか

らワンセグ放送等塁走存メディアのハード m ソフトのリソースを有効利用でき緩和殺があ

るという観点から支持します。

以上



意見議事

平成� 22年� 3Jl 2阪� 

総務翁情報流i議行政局

放送政策課御中

放送技術課御中

f主薬事善幸義米向!すマルチメディア放送の実現に肉iす?と昔話度整備案JIこ演し、別紙のとお

り窓~~緩t起しEます。

注� 1 法人3之は隊長容にあっては、その名称及びf'Ca受殺の5たおな記綴すること。

注� 2 I吉家正の犬舎さは、 おか工業主更格A列� 4穫とすること。知義誌にはペ}ジ番号ーを友電車すること。



別紙

該当笛所 ご怠見

得i添 11)

開設指針案

別表第二  

1-2 

日IJ淡第三  

1-2 

方式の選択におきましては、昨今の密内携事務室電話市場の飽和や

未だ厳しい経済情勢のゆで、受信設備の普及の観点から、

グローバ)1，.市場でのま議液凝関も容易であることを譲受基準とさ

れることを希望すると共に、今後、公正な競争環壌下でマルチ

メディア放送サービスが発議するような制緩幾備が行われ、

マルチメディア放送サービス市場が活性化し、利用者ニーズに

対応したサ…ビスが次々に生まれ、その結果、マルチメディア

放送サービスの多様化、コンテンツ市場の振異に童書がることに

期待数します。 

2 




写真主 22 年 3~ 5 S 

総務待機事長流通行政潟放送政策謀議絡

意見書

「携帯嫌米向，t'?/レデメディア放送の実現に向けた斜度整備案j に総し、)51j紙のとおり意

見守皆提出します。



)llj紙報誌王立

意見仁了二ι一 時所一三射る指針案�  
静韓首生計画の認において、比較泰査をrrい一方式;こすることに後波数します噂� :j

|向、具体約な方式山きましては、 33セグメグントー縦僻可酬ととよ矧|

率的tインフラ構築ができること、� ISDB-T方式がベースの為地上主主デジタル放J:

長苦・ワンセグ放送等君主司祭のハード・ソフトを有効滋Jllできること、及び� ISDB-T方
式の国際主義務懇話障害との親和総が高いこと絡め重重点により、� ISDB-Tmmを支終し亥

す。



意見番

平成  22年 3 }j3お

総務省情報漆遂行政局

放送政策課録中

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案」に闘し、別紙のとお

り意見を提出します。

校 1 法人又は団体にあっては、その名称及び代淡殺の氏名を記載すること。

校 2 用紙の大きさは、日本工業規格 Aタ'u 4綴とすること。JiIJ紙にはページ番号を記載すること。



お紙

該当箇所

(見lli添11)

関設指針案

完IJ表第二 

1-3 

ご意見

新しいメディアである携帯端末向 iナマルチメディア放送へは、従来

型の放送のみならず、事蓄積型やデータ放送による多穣多様なサ

ービスを期待しています。早期の市場成立にはユーザーの利便

性が高〈魅カ約かつ低擦なぎを緩端末の普及が必須であると考え

ます。

受託放送事業者の選定に際しては、委託放送事業者において多

種多様なユーザニーズ並びにコンテンツ水ルダ の要望に対応

できるよう、ストリーミング放送、著書積笠放送、データ放送がバラン

スよく、かつ柔軟にi護婦可能である五議委熟考して演をたいと思い家

す。 

2 




意見書

平成立 2年 3)ヲ5S 

総務雀情報涜遂行政潟

放送政策課御中

放送技術課御中

f携績端末肉けマルチメディア放送の実現に向けた鱗度整備案JIこ隠し、思IJ紙のとお

り意見を提出します。



l'JIJ紙

γ 該当官義務 ご怠気

(刻添 11) 受託事業者を1宇土とすることは、得域の有効浴用や委託者繁栄誉へ

開設指針案 の設様変主主総軽減、ユ…ザーへの負援軽減の観点からも賛成で

ごます ある。

{別添lJ)

隣絞指針案

別淡第二� 

i…2 

マルチメディア放送の講義成立の若誌には、多様な受信議長米の普� 

2えが必須であることから、さまざまなメーカーが参入できるよう、意普

及への取緩みについても緩ま築基準とされることを申告製します。

思1J1j受第三� 

1-2 

(l'J1j添 11) 

開設指針然� i委託放送事業者の円滑な事業参入や重義務滋営の観点からほ、愛

烈表第ニ� i託放滋家染者が綴多をするサービスの提供に必要な機能が受託放� 

1-3 送事業者により整備され、希望した委託放送率染者に対しき議該機

能が提供される仕組みが必獲であると考えます。受託放送響楽

別表第三三� 1煮の線設計聞の様変においては、上記の点が考綴されている点� 

1-3 も評価すべきと考えます。

…ぃ… ーー一一」一-………� 

2 




意見書

移民主 22年 3月 58

総務奇襲機事量流i直行政局

放主量殺策課・放送技術課題事中

「携事審理襲来狗 1:1'マルチメディア放送の爽 E見にぬけた轡j度整鑓案 JIこ認し、別紙のとおり意見を提出し

lj:;す。



別紙

• 11) 207.5燃� z以上� m陣取以下のj節度数を 〔慈jiJ 

i 告をF号する特定義士龍馬の襲警重量iこ粛する機針案� i事 IJ用者事IJ主義の深護を図るため‘童章者脊f足迭の観点から受託塁審議翁の数i立2とするべき可~æ..Qと考Æ~主す。

(五項〕 [王室密〕

平成� 20空宇� 7mことり;まとめられたさ議事事端末肉11マルチメディア放送-tt-I:::'ス等の復り方iこ認する慾談会報後著書iこよ

れば、全霊童向� 11放送のハード奉業者(受託事業者}数!こ関して、� r-ttーピスエリアのカパ一家や屋内-r::の受信事震i藷の向

上毒事について童書奇襲の効果が紛待定れることを潜まえれば、八一ド草野縁者の数-a:2とすることも海えられるAe:ありまナ。

しかしながら今翻の指針案では受託事S量殺の数i立1と疲れており、警護芸議会報告告書替における護棄さ暑の促進cいう主主点が
謹苦慮されていません。

特定基基地周のt宝寺普カバー率については剥用者剃慈のために所定のカバー率となるよう義務付 11~されていますが‘

これは屋?j.(/)絞婆重量界強皮{こ基づく緩i最区域を前後としており、マルチメディア紙送サービスにとって~F常に霊祭な

慶内の受信環器誌の2重傷!ま受祭事業者� 1役のみの自家事専力!こ委ねられることになります。� E霊肉の受信議接霊祭告書が不十

分であれば結果として害事業を継続するために必要な加入者普の確保が創建曜になることが危慎され祭す。{懇談会報告� 

講演の向ーとは綴待できないと鐙ま寵されています。〉Eのハード事業著者とすると庭内での受{雷1ページ}でも(29著書

受託冨内放送に係る参入希望調宝までは提案著者三務が全ての等審議を希議疲れましたが、受託事業若宮1.1(2の場合!こは

本滋!こ事業肢を量産保できないのかを十分iこ精査したよで受託事幾有者の数をえ要撃すことが必要震であると考えますz e

(少なくとも怒言議会報告書がまとぬもれた段隊において袋入を検討している事議機は『ハード察縁者が緩盟主となっても

事業?生後事護保できると考えているJC29ページに記載されています.) 

同� 2
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災級事業務(ハードウェア幾多長者)業主 

(rjJり紙 11J (I)3.障害設計磁の認定部分に関 i船

意見

渡合の皮会いが棄をも高い…の卒務 iこのみ苦官、定をず?うことに後隠します。 

14. 5MHzと言書う凝られた周波数量著書震の的、二議以上&です…ピス会 nった

き話会十分な綴客潟 JE在沖号るととができず、サーピスの総統性 lこ間霊童会 ~l長じると

考え設す。

際られた需要のやでの類似サ}ザスの競合は顧客約主主につながらない可絡倣

があると考えます。 

ISDB.Tm盟主ままえの後佼般に関して • 1没者舎の方公ヤある r3 3セグメント漆章者方式=  rISDB'Tmm方式  j と f周

峨 1 5年総務省側  26制疎粉、その他  iこ廃齢  l波数蹴均出仙紙山方向の二方式のうち鵬・凶方式的

します 0 

14. 5MHzと縫う限られた j建設主義主資源のや、多チャンネル厚長像や 3寄積サー

ビスを愛飲する上"では可能 f，t:限り十分な帯域告と確保す判る必妥があると迫撃えま

す。 

33・t:グメント令違憲きして柔軟に帯域安芸!1J'百できる ISDB.Tmm えに立まし

て、 Med凶 FLO方式  iま 4つの幣考案から選択す『る主主主えであり、会務実棄を満たす

ためには必効率なシステム令構築す判る必要があると十世測されま?。

また、 ISDB'Tm担方式は地上デジタル規格である ISDB.T方式会基としてい

る為、塁走存システムとの緩和径が言語いと，汚えられます。この為、ぎをイ f護婦ヨたの喜男

多芸に喜善じてもワンセグからの展際が主主主きであるとチ怨され、開発の長短燃化によ

る事業性の確保が可能になると考えます。 

i さらに霞警護議定争力の綴ぶからも、 ISDB守方公安採用している各閣への撃事及の

ヨ主性監たたのであるとれます。



意見警警

平成22年� 3月� 5S 

総務省情報流通行葉支局

放送政策課御中

f務格端末向けγ ノレチメディア放送の災現に向けた制度整備案Jに関し、� 

il'J紙のとおり窓見を提出します。



~IJ総

自貰当箇所� | 意且� i 

207，5凶位以上� l携帯湖水陶iナマルチメディア欣i珪の3側に向けた制度整備に閲'1'<51謀本的方軒にある[眠られた閲!

出掛1"1.以下の湾i 波数を利F唱して事様t<事業宥が議参入し、映像・音響・データ宅事的機々な情報を柔軟に組み合わせて

波書設を事EI奇するi 波浪瀞車裂を援を吉弘できるよう在枠綴みとするこ� rJを実現する為iこは、マルチメディア放訴に強f位協� 

4守主主選比塾長芸品努i を持つ害毒殺のさ事業者時み立らず、マルチメディア主主迭の特没を滋かした察しい放送番綴を義務でき

殺 IC 詩話する指針i る番苦官級殺事難者の4字在がヰ 'pJ~てでありますね 

3特闘技指針案� 

方で、事mi，仕送事業者Icとって一般t世帯に貴信機の普21<していない本ガ』ピス開始。J当初では、� 

Z'I議第二1-3 17;務総入や謀総夜信収入は期待で舎ないため、受託放送設務的斜金その併の鑓供条件の設定によっ

Z'I袈祭主� 1-3 て拭、認を主主主主議事業者の蕊益はx液量まし〈なる事が想定されま十勝

そこで、下記3，~について、受E宅金主i議事業者および闘遂事1義務が自絞め，，1益を優先しも市議絞殺に長1) 

Lていない取引枠行わないようにするこ止命喪草します悶� 

1 常通t童女王ま役務め料金 受託主主i表役緩め斜4訟は受信緒主の骨及状採決uセグメント劉判的機撃~Iと応

とて驚]l!'するこFを要望します� a 

2ヅラットフォーム 畳託放滋事業者または関係干る事謀者がヅラッ十フォーム環境(総然� 2集金

符の代行)を縫供する場合に、特銭的主寄託放送事業者のみに、そめブラッ� iプオームが撚供t容れる

とい号不公平な扱いが行わnないことを3要望しますe 

3，ブログザムガイ下 手IJf芸者が議象設な後手告するプログラムガイド替において、特定め幸吉主主主漁獲量産

者向主主滋iII絡をf韮先して査pれするなどの不公平な設いがりわれないととを要望しますv

ぞこで� f党総数送役務の提供lこ関する事項」の審査においては、 [書託般送業務σ)Pl榊な餓閣のた

り演ig思していること」の中には� f持に上記3点について者認本来者への公

ち大きい務-1者合めて寺霊J¥'されるよう後〈務淡しまれ



意義� 5霊 祭

平成22年� 3月� 58 

総務省情報流遂行政局

放送政策課御中

放送技術課御中

f主繁華客綴ヨ長雨iすマルチメディア放送のき終潔!こ!却すた銅I]E変整備案J fこ演し、� 511]紙のとおり

窓5Bを提出します。� 

511]紙



{ 該当筏新

は主送法肱ff銀翼.IJの一宮s:a:改正す
る省令案ほか全般

同古語以上� m輪以下の周

波数を使用する特定墓地E誌の弱

設に関するお必然� 

3意見

守Fレピ放送のデジタル化による周波数湾事震が、特定

の会議長!こ偏ることなく会ての図民にとって有益と

なる燭波数利用・警告Ig話がなされることを申告鑓いたし

ます。

技術的条件の一部答率に纂づき、複数放送方式がき整

機会れることはも ~J局者の滋択殺が広がるほか事業
者の競争原理が働くことにより霞民にとっての有

益なサ…どスが提供されることと考えられるため

改正案に室電波します。

会ての国民にとって有益どなる慰波数利用・お~~誌が
な~れるよう、次の内容を希獲します。

①隣設計図の認定についてl士、競争原理が働くよ

う参入者事業者数を� 1に想定せず線数募集するこ� i

とを希裂します。� I
②複数事業者の参入により、放送鎚渡市場が拡大� t

されることを絵援します。

③複数申請がおる場合には、サーピスの実現可能

な2事業者程度に認定すること安希望し家す。

。比較審ま登喜基準については、放送方式の比較でな

く、利用者!こ宿主主となる開設計滋の評価審査:a:� 

f告祭します。

⑤国際的!こ普及する方式が国内利用できることは

国際約iこ遅れることなく利用者のお便性向上が

殴られるなど有益と考えます。さらに放送の官普

及・発展の綴点、から関内外弱わず儀会な競争が

行われることそ希望しまTo 




